
地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

   松戸駅周辺市街地活性化計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称   

   松戸市 

 

３ 地域再生計画の区域   

   松戸市の区域の一部 

 

４ 地域再生計画の目標 

松戸市は、千葉県北西部に位置し、北側は柏市・流山市、南側は市川市、東側は鎌ケ

谷市、西側は江戸川を挟んで東京都葛飾区・埼玉県三郷市に隣接しており、都心から約

２０ｋｍ、電車で約３０分の距離にある人口約４７万人の住宅都市として知られている。 

市域内には６本の鉄道が通り、２０の駅があるほか、市のほぼ中心部を国道６号線が

ＪＲ常磐線と並びながら縦断するなど、利便性に富んだ交通の結節点となっていること

から、行政、商業施設等が集積し、県北西部地方の中心地としてにぎわってきたが、近

年は、柏・北千住などの周辺商業都市の影響を受け、経済活力低下の兆しが見受けられ

るようになっている。 

このような地域課題を抱える中、松戸駅西口のペデストリアンデッキ等で、地元商店

会などから構成される協議会が自主的なイベントを開催し、街の活性化を図ろうとする

機運の高まりがあるが、イベント運営方法等のノウハウに欠けることから、定期的なイ

ベントの開催には至っていない。 

そのため、本市とＮＰＯが協働してハード・ソフト両面から協議会によるイベント運

営を支援し、定期的なイベント開催による松戸駅周辺の来街者増大と経済活動の向上を

図る。 

  

 ４－１ 本計画期間における具体的数値目標 

（目標１）松戸駅西口でのイベント開催件数 

０件（平成 19 年度）から８件（平成 20 年度）に増加 

８件（平成 20 年度）から 20 件（平成 21 年度）に増加 

20 件（平成 21 年度）から 40 件（平成 22 年度）に増加 

 

 



（目標２）松戸駅周辺の来街者の増加 

   計画期間終了段階において、休日の松戸駅西口周辺の来街者 61,073 人（平成 19 年

現在）から 1,221 人（２％）増加 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

   松戸駅西口ペデストリアンデッキ上にイベント用ステージ等を整備するとともに、

ＮＰＯ法人ＣｏＣｏＴ、松戸駅周辺にぎやかし推進協議会と連携を図りながら、それ

らを活用したイベントを自主的に運営できる体制を構築する。 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

   該当なし 

 

５－３ その他の事業 

 ５－３－１ 官民パートナーシップ確立のための支援事業【支援措置番号：B2001】 

   （１）ステージ運営管理組織構築及び人材育成支援事業  

      イベントの運営及びステージの管理を円滑に行うため、松戸駅周辺にぎやか

し推進協議会（地元商店会、大規模小売事業者、交通事業者、大学、その他一

般企業で構成）とＮＰＯ法人ＣｏＣｏＴが連携し、ステージ事業の運営管理業

務を担う松戸にぎやかし実行委員会を設けるとともに、同委員会が運営管理に

係るノウハウを習得できるよう、専門家等の助言・指導等により人材育成を支

援する。 

 

   （２）各種イベント実施事業 

      松戸にぎやかし実行委員会によるイベント運営ノウハウの習得・蓄積を図る

ため、松戸駅周辺にぎやかし推進協議会、ＮＰＯ法人ＣｏＣｏＴ、本市の三者

連携のもと、音楽、舞踊などのイベントを実施するほか、市民参加の公募型イ

ベントも実施する。 

 

   （３）市民等との協働体制構築事業 

      松戸にぎやかし実行委員会がイベントの運営管理についての企画提案を募る

ことなどを通じて、市民・企業・ＮＰＯ等の同実行委員会への参画を図る。 

 

 

 



 ５－３－２ 独自の取組 

   （１）イベント用ステージ整備事業 

      本市が、松戸駅西口ペデストリアンデッキ上にイベント用ステージ等を設置

し、松戸駅周辺にぎやかし推進協議会等による定期的なイベント開催環境の整

備を図る。 

 

   （２）ステージ運営組織支援事業 

      松戸にぎやかし実行委員会がステージ管理及びイベント運営を自主的に行え

るよう、指導・助言を行う専門家等を派遣し、人材育成面で支援する。 

 

   （３）市民等との協働体制強化事業 

      松戸にぎやかし実行委員会に参画する市民・ＮＰＯ等のネットワークを活用

し、イベント参加者・企画者を増大させ、イベント開催回数の増加を図る。 

 

６ 計画期間 

   認定の日から平成２３年３月末まで 

 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

   計画終了後に目標に掲げた具体的数値にて達成状況を調査・評価し、結果を公表す

る。 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

   該当なし 

 
 
 


